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健康のために禁煙しよう！

６月４日は
「虫歯予防デー』です

　普段何気なく使っている歯ですが、歯は食べ物を噛むだけでなく、正しい
発音や表情の豊かさにも影響します。自分の歯が 20 本未満になると、「う
まく食べられない」「滑舌が悪くなる」「表情が乏しくなる」など、生活の質
の低下につながります。良い生活習慣を心掛けて、歯の健康を保ちましょう！

健康ライフ
健康づくり推進課問
☎０８６９-２６-５９６１-　　-

◆禁煙に挑戦しよう！

　たばこは、肺がんをはじめとする多くのがんの原因になります。また、たばこに含まれる発がん性物質は
のどから気管を通って肺で吸収され、血液に乗って全身にまわり、狭心症や心筋梗塞、喘息、気管支炎、胃・
十二指腸潰瘍、歯周病、骨粗しょう症など、多くの病気にかかりやすくなります。

　食べ物がしっかり噛めないため栄養が十分にとれなくなるだけでなく、噛むことを
避けてしまい、あごの成長を妨げてしまいます。
　また、乳歯は永久歯と比べて歯の表面のエナメル質がうすく、虫歯の進行が早くな
ります。ひどい虫歯になって乳歯の根のまわりに膿がたまると、生えてくる永久歯が
質の弱い歯になってしまうことも。
　乳歯も大事な歯です！ しっかり歯磨きをして虫歯を未然に防ぎましょう。虫歯を
見つけたら、早めに歯科医院で診てもらいましょう。

Ｑ．乳歯が虫歯になるといけないの？

【準備】
　・家族や同僚に禁煙宣言する
　・目につきやすい所に禁煙の
　貼り紙をする
　・たばこ、ライター、灰皿を
　処分する

Ａ．「どうせ生え替わるから」と、乳歯の虫歯を軽くみてはダメ！

◆たばこの煙は、周囲の人や胎児の健康にも害を及ぼします

虫歯を作らないためには…
　・毎日しっかり歯を磨こう
　・ジュースやお菓子を食べすぎないように気を付けよう
　・バランスの良い食事をとろう
　・フッ素配合の歯磨き粉や洗口剤を上手に活用しよう

　たばこを吸わない人が喫煙者のたばこの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」
といいます。他人のたばこの煙を吸い込むだけで、本人は喫煙していなくても喫煙者
と同様の病気にかかるリスクが高まります。また、妊娠中の女性が喫煙すると、流産、
死産、低出生体重児の出産の原因にもなります。
　自分や周りの人の健康のためにも、禁煙を始めてみましょう。

【吸いたくなった時】　　
　・歯を磨く、ガムを噛む　　

　・散歩などの軽い運動をする
　・ゆっくり深呼吸をする
　・ニコチンガムやニコチン
　パッチなどを利用する

【禁煙を継続するために】
　・禁煙してよかったことを考
　える
　・禁煙しようと思った理由を
　思い浮かべる
　・たばこの害を思い浮かべる
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新型コロナウイルス感染症対策
　従来のウイルスよりも感染、重症化しやすい新型コロナウイルスの変異株が世界各地で報告されており、岡
山県内でも急速に感染が拡大しています。変異株であっても、基本的な感染症予防対策である「３密の回避」

「マスクの着用」「手洗い」などが、これまでと同様に有効です。かけがえのない命と健康を守るためにも、引
き続き感染予防対策にご協力をお願いします。

○日中も含め、不要不急の外出・移動は控えましょう
○感染対策が徹底されていない飲食店などや、休業要請または営業時間の短縮の要請に応じ
　ていない飲食店などの利用は控えましょう
○県外との不要不急の往来は極力控えましょう
○個食や黙食、会話の際のマスク着用などの感染予防を徹底しましょう
○路上、公園などにおける集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は
　行わないようにしましょう
○少しでも症状がある場合、発熱がなくとも、かかりつけ医などを受診
　し、通勤、通学、外出などを止めましょう
○大人数のバーベキュー、地域で集まって行う会食やカラオケは控えましょう

みんなで守ろう！ 感染予防のポイント

～皆さんのご協力をお願いします～

　健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１問

引き続き「新しい生活様式」の実践を！

　・手洗いや手指消毒の徹底
　・人との距離を保つ
　・こまめに換気
　・毎朝の体温測定、健康チェック
　・発熱や風邪の症状がある場合は、
　無理せず自宅で療養

　新型コロナウイルス感染症の初期症状は風
邪の症状（発熱や咳、体のだるさなど）と似
ています。こうした症状がある場合は、無理
をして学校や職場に行かないようにしましょう。
　かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医
に相談してください。かかりつけ医がいない
場合は岡山県ホームページで診療所などを探
すか、受診相談センターへ相談しましょう。
※受診するときは、必ず電話予約をした上で
　マスクをして行きましょう。

●平日（午前９時～午後５時）　☎０８６ - ２７２ - ３９３４
※上記の時間以外の受診先の相談は、一般相談窓口へご連絡ください。

発熱や風邪のときは「かかりつけ医」に相談しましょう

岡山県 新型コロナ
岡山県ホームページ

情報は随時更新され
ますので、定期的に
ご確認ください。

受診相談センター（備前保健所）

一般相談窓口
☎０８６ - ２２６ - ７８７７（24 時間対応）

岡山県ホームページ

皆さんのご協力を
お願いします
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瀬戸内市防災ハザードマップ（令和２年３月作成）で確認してみましょう

※「避難行動判定フロー」（内閣府ホームページ）から一部修正して作成

防災情報の入手方法

テレビ

パソコン・携帯電話・スマートフォン

〇おかやま防災ポータル
〇市ホームページ

〇緊急速報メール（エリアメール）
〇 Yahoo! 防災速報アプリ

〇データ放送（NHK）

防災放送
〇屋外放送塔、戸別受信機

Yahoo! 防災速報アプリ
ios 版

「避難指示」で必ず避難！

①自宅が安全かどうか確認する
　・ どのような災害の危険性があるかを確認（地震、
　津波、洪水、土砂災害）
　・とるべき避難行動を確認（避難経路、避難所の
　位置など）
②避難生活に必要なものを準備する
　・水や食料に加え、必要なものは自分で持参する
　・３日分以上の備蓄を準備する
③防災情報の入手方法を確認する
　・さまざまな方法で防災情報を入手できるように
　する
★防災ハザードマップ（令和２年３月作成）を参
　考にしながら準備・確認を行いましょう。

平時にできること

警戒レベル５は、すでに安全な
避難ができず命が危険な状況です。
警戒レベル５「緊急安全確保」
の発令を待ってはいけません！

「避難勧告」は廃止されます。
これからは、警戒レベル４

「避難指示」で危険な場所から
全員避難しましょう。

避難に時間のかかる高齢者や障
害のある人は、警戒レベル３

「高齢者等避難」で危険な場所
から避難しましょう。

　平成 30 年 7 月豪雨災害では多くの河川の氾濫や土砂崩れなどが生じ、岡山県がこれまで経験したことのない規模
の災害となりました。こうした自然災害は、今後も発生頻度が増すと予測されており、ますます警戒が必要です。災
害から命を守るために、平時から事前の準備を行い、発災時の対応などについて確認をしておきましょう。

これまでの
避難情報等緊

きんきゅうあんぜんかくほ

急安全確保

避
ひ な ん し じ

難指示

高
こうれいしゃとうひなん

齢者等避難
大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

＝ 警戒レベル４までに必ず避難！＝

警戒レベル 新たな避難情報等

５

４
３
２
１

※市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※「避難指示」は、これまでの「避難勧告」のタイミングで発令されることになります。
※警戒レベル３は、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人以外の人も必要に応じて「普段の行動を見合わせる」「危険を感
　じたら自主的に避難する」タイミングです。

・避難指示（緊急）
・避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮
注意報

（気象庁）

災害発生情報

「避難勧告」は廃止です

警戒レベル

４

避難所では災害の規模によって３密（密閉・密集・密接）状態になることが予想されますので、
手洗い・アルコール消毒やマスクの着用など、感染症対策を心がけましょう。

おかやま防災
ポータル

Yahoo! 防災速報アプリ
Android 版

令和３年５月 20 日から
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40 ～ 74 歳の瀬戸内市国民健康保険被保険者の皆さんへ

【実施方法】
　集団健診または個別健診（個別健診は市内医
　療機関、岡山市内と備前市内の一部医療機関
　で実施）
★受診できない医療機関もありますので、事前
　に医療機関または国保年金医療給付課にお問
　い合わせください。
※「集団健診」は公民館や集会所で６～７月に
　開催します（詳しくは受診券に同封している
　日程表をご確認ください）。

【持参するもの】
　特定健診受診券、保険証、検尿、昨年度の健
　診結果、受診料（基本料金500円）
★「心電図」「眼底検査」は無料です。
※心電図と眼底検査は、医師の判断によって実
　施します。市内医療機関では、心電図は希望
　者全員に実施します。集団健診では、心電図
　と眼底検査は希望者全員に実施します。

　本年度は「80歳以下の人」「前年度に後期高
齢者健康診査を受診した人」「希望者（施設入
所者などを除く）」に受診券を配布します。５
月中旬に受診券と案内をお送りしています。
　「実施期間」「実施方法」「基本内容（腹囲測
定なし）」は、個別健診が市内医療機関のみと
なる以外は特定健診と同様です。

後期高齢者健康診査 けんこう３
サンキュー

９健診

【対象者】
●本年度に年齢が 40～ 74歳になる国民健康
　保険被保険者
●本年度中に全額実費で医療機関において人間
　ドックを受けた人
※市の特定健診や人間ドック、職場などで人間
　ドックの補助や助成を受けた人は除きます。
●本年度中に受けた人間ドックの結果の写しを
　提供できる人（特定健診の検査内容すべての
　結果を満たしていることが条件）

　　　　　　　　【申請書類】
　特定健診受診券、人間ドックの領収書の原本
または写し、受診結果の写し、申請書（市窓口
に備え付け）、振込先口座が分かるもの

　　 　　　　【申請方法】
　国保年金医療給付課に申請書類一式を
そろえて提出してください。
※申請は年度ごとに１回限りです。

人間ドックのデータ提供で 5,000 円助成（キャッシュバック）

　20～ 39歳の国民健康保険被保険者にも健康
診査を実施します。５月中旬に受診券と案内を
お送りしています。
　10,000円相当の健診をワンコイン（500円）
で受けることができます。
　「実施期間」「実施方法」「基本内容」は、個
別健診が市内医療機関のみとなる以外は特定健
診と同様です。

75 歳以上の人へ

コロナ禍だからこそ、特定健診を受けましょう！
～今年も特定健診は「ワンコイン健診」で実施します～

◎特定健康診査、けんこう３９健診、後期高齢者
　健康診査、助成（キャッシュバック）については
　国保年金医療給付課　☎０８６９ - ２４ - ７０９６

◎前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査については
　健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１

ー６月１日から令和４年４月 28 日まで受け付けますー

基本内容：身体計測（身長・体重・ＢＭＩ）、腹囲測定、血圧測定、内科診察、
　　　　　検尿、採血（血糖・脂質・肝機能・腎機能・貧血）

20 ～ 39 歳の人へ

問

問

ー対象者には、５月中旬に黄色の封筒で受診券をお送りしていますー

【実施方法など】

▽実施方法　集団検診（市特定健診と同時に受
　ける）または個別検診（市内医療機関）　
※集団検診では前立腺がん検診・肝炎ウイルス
　検査のみを単独で受けることはできません。

▽持参するもの　健康保険証、
　受診料（必要な人のみ）

【前立腺がん検診】

▽対象者　年度末年齢40歳以上の男性
　（前立腺がん治療中の人は除く）

▽ 受診料　600円（年度末年齢75歳以上の人
　は無料）

【肝炎ウイルス検査】

▽ 対象者　年度末年齢 40～ 74歳の人で今ま
　でに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人

▽受診料
　・集団検査 600円（集団健診で市特定健診と
　同時実施）
　・個別検査1,100円（市内医療機関で市特定健
　診と同時実施）
　・個別検査1,700円（市内医療機関で単独実施）
※「個別勧奨制度」として、本年度中に40歳、
　45歳になる人で今までに検査を受けていな
　い人は、検査を無料で受けることができます
　（対象者には無料クーポン券を郵送しています）。

国民健康保険・後期高齢者医療披保険者以外の人も受けることができます

前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査（実施期間：６月１日～ 12月 17 日）

特定健康診査（実施期間：６月１日～ 12月 17 日）
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　特定健康診査（ワンコイン健診）などの会場では換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス
感染症の感染防止対策に努めています。

自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。だからこそ、定期的な健診で
健康状態をしっかりチェック。自分の体を知ることが、健康維持の第一歩です。

集団健診は、地区に関係なく受診できます。
また、個別健診も実施
していますので、ご都
合に合わせて受診して
ください。

◎発熱や咳など、風邪の症状がある人や体調のすぐれない人は、受診を控えてください。
◎健診を受診する際は、マスクの着用をお願いします。マスクがない場合は代用品（ハンカ
　チなどで口と鼻を覆うことができるもの）の着用をお願いします。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染状況により、やむを得ず中止する場合もあります。変更
の際は、瀬戸内市ホームページなどでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策の実施
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【
介
護
保
険
の
更
新
手
続
き
】

■
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

　

の
更
新
時
期
で
す

　
介
護
保
険
施
設
を
利
用
し
て
い

る
人
の
食
費
・
居
住
費
補
助
が
受

け
ら
れ
る
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
の
更
新
時
期
は
、
６
月
上

旬
か
ら
７
月
末
ま
で
で
す
。

　
現
在
こ
の
証
を
お
持
ち
の
人
に

は
、「
更
新
の
お
知
ら
せ
」
を
６

月
上
旬
か
ら
中
旬
ご
ろ
に
か
け
て

発
送
し
ま
す
。

▽
認
定
要
件

①
本
人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
人（
別

　
世
帯
の
配
偶
者
を
含
む
）
が
市

　
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

②
預
貯
金
額
な
ど
の
資
産
が
利
用

　
者
負
担
段
階
（
所
得
に
応
じ
た

　
区
分
）
の
基
準
額
以
下
で
あ
る

　
こ
と

※
詳
し
く
は
、
表
３
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。
認
定
要
件
に
該
当
し

　
な
い
場
合
は
、
申
請
書
の
提
出

　
は
不
要
で
す
。

▽
負
担
限
度
額
認
定
証
を
利
用
で

　

き
る
サ
ー
ビ
ス

　

・
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

　
護
老
人
ホ
ー
ム
）

　

・
介
護
老
人
保
健
施
設

　

・
介
護
療
養
型
医
療
施
設

超
え
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
利
用
者

負
担
額
段
階
区
分
（
所
得
に
応
じ

た
区
分
）
の
「
現
役
並
み
の
所
得

相
当
の
人
」
の
限
度
額
が
年
収
金

額
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
ま
す（
表
２
）。

■
介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
認
定

　

要
件
や
段
階
が
変
更
さ
れ
ま
す

　

所
得
が
低
い
人
で
、
介
護
保
険

施
設
を
利
用
し
て
い
る
人
の
食

費
・
居
住
費
補
助
の
認
定
要
件
お

よ
び
補
助
内
容
が
変
更
さ
れ
ま
す

（
表
３
）。

　

・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
つ

　

い
て
は

　

い
き
い
き
長
寿
課

☎
０
８
６
９ -

２
６-

５
９
２
６

　

・
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

　

・
介
護
医
療
院

　

・
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ
ー

　
ト
ス
テ
イ
）

　

・
短
期
入
所
療
養
介
護
（
シ
ョ
ー

　
ト
ス
テ
イ
）

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
申
請
書
、
通
帳
（
配
偶
者
が
い

る
場
合
は
配
偶
者
分
も
）

▽
申
請
場
所　

　
い
き
い
き
長
寿
課
、
市
民
課
、

牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

■
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
郵
送

　

し
ま
す

　
事
業
対
象
者
、
要
支
援
、
要
介

護
の
認
定
を
受
け
た
人
全
員
に
、

自
身
の
負
担
割
合
（
１
～
３
割
）

を
記
載
し
た
「
介
護
保
険
負
担
割

合
証
」
を
７
月
上
旬
ご
ろ
に
発
送

予
定
で
す
。

　
な
お
、更
新
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
有
効
期
間
は
、
８
月
１
日
か
ら

　
翌
年
度
の
７
月
31
日
ま
で
で
す

（
毎
年
度
発
行
）。

　

い
き
い
き
長
寿
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
２
６

介護保険制度が変わりました
市では、介護保険制度を安定的に運営するために見直しを行いました。
被保険者の皆さんにその主な内容をお知らせします。

所得段階 対象となる人 調整率 年額保険料

第１段階

　・生活保護を受給している人
　・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
　・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
　収入額の合計額が 80 万円以下の人

基準額× 0.3 22,400 円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前
年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が

80 万円を超え 120 万円以下の人 基準額× 0.5 37,200 円

第３段階 120 万円を超える人 基準額× 0.7 52,100 円

第４段階 世帯の誰かに市民税が課税され
ているが、本人は市民税非課税
で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計額が

80 万円以下の人 基準額× 0.9 66,900 円

第５段階 80 万円を超える人 基準額× 1.0 74,400 円

第６段階

本人が市民税課税で、前年の合
計所得金額が

120 万円未満の人 基準額× 1.2 89,200 円

第７段階 120 万円以上 210 万円未満の人 基準額× 1.3 96,700 円

第８段階 210 万円以上 320 万円未満の人 基準額× 1.5 111,600 円

第９段階 320 万円以上 400 万円未満の人 基準額× 1.7 126,400 円

第 10 段階 400 万円以上の人 基準額× 1.8 133,900 円

【表１】瀬戸内市の保険料の基準額　74,400 円（年額）

問

問問

区分 限度額

現役並み所得相当の人
（年収約 383 万円以上） 44,400 円（世帯）

区分 限度額

 年収約 1,160 万円以上の人 140,100 円（世帯）

 年収約 770 万円以上 1,160 万円未満の人   93,000 円（世帯）

 年収約 383 万円以上 770 万円未満の人   44,400 円（世帯）

【表２】高額介護サービス費の自己負担限度額

利用者
負担段階 所得の状況 預貯金などの状況

居住費（滞在費）
食費

従来型個室 多床室 ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

１
 生活保護受給者など  単身：1,000 万円以下

 夫婦：2,000 万円以下
490 円

（320 円） 0 円 820 円 490 円 300 円
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

 老齢福祉年金受給者

２  前年の合計所得金額＋年金収入額が
 80 万円以下の人

 単身：650 万円以下
 夫婦：1,650 万円以下

490 円
（420 円） 370 円 820 円 490 円 390 円

（600 円）

３- ①  前年の合計所得金額＋年金収入額が
 80 万円超 120 万円以下の人

 単身：550 万円以下
 夫婦：1,550 万円以下

１,310 円
（820 円） 370 円 1,310 円 1,310 円 650 円

（1,000 円）

３- ②  前年の合計所得金額＋年金収入額が
 120 万円超の人

 単身：500 万円以下
 夫婦：1,500 万円以下

1,310 円
（820 円） 370 円 1,310 円 1,310 円 1360 円

（1,300 円）

【表３】居住費・食費の自己負担額（1 日あたり）

令和 3 年 7 月まで 令和 3 年 8 月から

令和 3 年 8 月から

４
月
か
ら
実
施

■
第
８
期
介
護
保
険
料
が
決
定
し

　

ま
し
た

　

基
準
額
は

　

７
４
、４
０
０
円
（
年
額
）

　
介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間

で
ど
の
よ
う
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

ど
れ
く
ら
い
必
要
に
な
る
か
の
見

込
み
を
考
慮
し
て
３
年
ご
と
に
介

護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、
基
準
額
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
の
第
８
期
（
令
和
3

年
度
か
ら
の
３
年
間
）
で
は
、
第

１
号
被
保
険
者
介
護
保
険
料
の

基
準
額
を
第
７
期
と
同
額
の
月
額

６
、２
０
０
円
に
設
定
し
ま
し
た

（
表
１
）。

８
月
か
ら
実
施

■
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度

　

額
が
一
部
の
人
に
つ
い
て
引
き

　

上
げ
ら
れ
ま
す

　

同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
保
険

の
利
用
者
負
担
額
が
、
一
定
額
を

ご不明な点は
お問い合わせ
ください



鳥獣被害を防ぐために

収穫しない柿や栗、出荷せずに放置された野菜などは、
野生鳥獣を寄せ付ける原因（エサ）となります。エサ場
だと学習させないように、人里や農地周辺の環境を整備
しましょう。
また、やぶや茂みは野生鳥獣のひそみ場となります。しっ
かりと刈りはらい、見通しを良くしましょう。

①寄せない対策（集落環境整備）

　近年、野生鳥獣による農作物被害などが増加しており、瀬戸内市においても多くの被害相談が寄せ
られています。今回は、野生鳥獣による被害を防ぐための、正しい対策方法をご紹介します。

　産業振興課
☎０８６９ - ２４ - ７２２１
問

①寄せない対策（集落環境整備）

野生鳥獣による被害を防ぐためには、次の３つの対策を「正しい手順」で「総
合的」に取り組む必要があります。

鳥獣被害対策の手順

田畑の農作物を守るために欠かせないのが防護柵です。
防護柵を設置する際には、次のことに注意しましょう。
○設置にあたっての３原則
　①柵に切れ目をつくらない（原則、四方を囲う）
　②柵の内と外を１ｍ程度刈りはらう
　③こまめに、丁寧に点検する

②入れない対策（自己防衛） 作業前 作業後

収穫しない柿や栗、出荷せずに放置された野菜などを撤去する。
人里や農地周辺のやぶや茂みを刈りはらう。

②入れない対策（自己防衛）
農作物を防護柵で囲い、野生鳥獣に味を覚えさせない。

③捕まえる対策（加害獣の捕獲）
田、畑、人里に執着した野生鳥獣を捕まえる。

野生鳥獣にとって、収穫しない果樹や野菜は
ごちそうです

令和３年度から新たに、集落環境整備などの鳥獣被害対策を支援する補助金制度が始まりました。
詳しくは、産業振興課へお問い合わせください。

補修・点検しやすいよう、こまめに除草しましょう

◆ワイヤーメッシュ柵設置のポイント
①すき間をつくらない
　・柵の下部を地面に埋め込む
　・出入口を閉め忘れないように注意する
②正しく結束する
　・支柱との結束は４カ所、たすきがけで結ぶ
　・柵の内側、外側の向きに注意する
③高さを確保する
　・イノシシ用は 80cm、シカ用は 180cm の
　高さを確保する
　・斜面は避けるか、かさ上げをする

イノシシに出会ったら…
最近、イノシシが人里に現れ、車両などと接触する事故が発
生しています。万が一イノシシと出会ってしまった場合は、
次のように行動して下さい。

身の危険を感じ、緊急を要する場合は、警察へ 110 番してください。

突発的な事故を防ぐため、イノシシの出没のおそれがある場所では
特に夜に出歩くときなどは、音や光で人の存在を知らせるようにしましょう。

①刺激しない
イノシシは本来、警戒心が強く、憶病で注意深い動物ですが、驚いたりけがを
していたりすると向かってくることがあります。見かけても刺激を与えず、興
奮させないことが大切です。
②近づかない
ほとんどの場合、イノシシはしばらくすると自然と山へ帰っていきます。
うり坊（子イノシシ）を見かけても、近くに親イノシシがいる可能性があるた
め、近づかないようにしましょう。
③ゆっくり後ずさる
イノシシの様子を見ながら、背中を向けずにゆっくりと後退し、静かにその場
を離れましょう。
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市では、猟友会瀬戸内分会有害鳥獣駆除班と連携し、捕
獲行為に伴う事故がないよう、地域の安全などに十分配
慮しながら捕獲を実施しています。くり返し被害が発生
している場合などは、市役所へご相談ください。
ただし、初めから捕獲だけに頼るのではなく、まずは「寄
せない対策」や「入れない対策」に取り組みましょう。

③捕まえる対策（加害獣の捕獲）

野生鳥獣被害防止マニュアル
－総合対策編－

野生鳥獣被害防止マニュアル
イノシシ、シカ、サル 実践編

◆電気柵設置のポイント
① 24 時間通電する
　・「痛くない」と誤学習させない
　・こまめに電圧を測る（4,000 Ｖ以上）
②電線の高さに注意
　・イノシシ用は、地面から 20cm、40cm の
　高さに 2 段張る
　・斜面や凹凸部は、支柱を増やしてすき間が
　できないようにする

農作物被害を防ぐ防護柵の設置を支援する補助金制度があります。詳しくは、
産業振興課へお問い合わせください。

※本記事は、一般的な対策を講じるもので、実際には農地ごとの条件に合わせて対策を行う必要があります。
　なお、本記事は「野生鳥獣被害防止マニュアル ー総合対策編－」（農林水産省）を参考に作成しています。
※記事内の図は「野生鳥獣被害防止マニュアル　イノシシ、シカ、サル実践編」から引用しています。
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児
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。

こ
れ
は
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き

受
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現
況
届
の
提
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が
な
け
れ
ば
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６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
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な
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な
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。
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、
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ら
せ

所得制限限度額未満（児童手当）

３歳未満 15,000 円

３歳以上
小学校修
了前まで

第１子 10,000 円

第２子 10,000 円

第３子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

所得制限限度額以上（特例給付）

一律 5,000 円

手当月額
扶養親族

の人数 所得額 収入額の目安

０人 622 万円 833.3 万円

１人 660 万円 875.6 万円

２人 698 万円 917.8 万円

３人 736 万円 960 万円

４人 774 万円 1,002.1 万円

５人 812 万円 1,042.1 万円

所得制限限度額

　家庭などの生活の安定に寄与する
こと、次代の社会を担う児童の健や
かな成長に資することを目的とし
て、児童を養育する人に支給してい
るものです。

児童手当とは

知っ得！
せとうち便

期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
用
紙
に
同
封
し
て
あ
る

案
内
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
場
合
は
、
職
場
で
手

　
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
期
限　
６
月
30
日
（
水
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
同
封
の
返
信

　
用
封
筒
に
切
手
を
貼
っ
て
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

※
子
育
て
支
援
課
に
書
類
が
到
着

　
し
た
日
が
提
出
日
と
な
り
ま
す
。

※
記
入
漏
れ
や
添
付
書
類
不
足
な

　
ど
が
あ
る
場
合
は
、
再
度
提
出

　
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
者

　
中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
（
15

歳
に
達
す
る
年
度
末
ま
で
）
を
養

育
し
て
い
る
人

※
父
母
の
場
合
、
生
計
を
維
持
す

　
る
程
度
の
高
い
人

▽
手
当
月
額
、
所
得
制
限
限
度
額

　
右
表
の
と
お
り

▽
支
払
期
月　
毎
年
２
月
、６
月
、

　
10
月（
各
前
月
ま
で
の
分
を
支
払
い
）

　
　

子
育
て
支
援
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
７

問
届

  

児
童
手
当
の
現
況
届
の

  

提
出
は
６
月
30
日
ま
で
に

　解雇や倒産などの非自発的な離職により国民健康保険に加入した人
の保険税が軽減される制度があります。
　なお、軽減を受けるには申請が必要です。次の要件に該当すると思
われる人は、申請の手続きを行ってください。

▽ 対象者　離職時に 65 歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由
　コードが次に該当する人
　・雇用保険の特定受給資格者（11、12、21、22、31、32）
　・雇用保険の特定理由離職者（23、33、34）

▽ 軽減額　保険税は前年の所得などにより算定されますが、前年の給
　与所得を 100 分の 30 として計算します。

▽ 軽減期間　離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌
　年度末まで（例：令和２年 10 月 31 日に離職した場合、令和２年
　11 月１日から令和４年３月 31 日まで）

▽ 必要書類　雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証
　国保年金医療給付課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
　国保年金医療給付課　☎０８６９ - ２２ - １７９０

離職者の国保税軽減制度

問

申

エイズなどの 定例検査 を
実施しています

　岡山県備前保健所では、毎月第１・
第３金曜日にＨＩＶなどの定例検査
を行っています。
　原則匿名、無料で受けることがで
きます。検査を希望する場合は、必
ず事前に電話で予約をしてください。

▽ 検査内容
　ＨＩＶ検査（即日検査・通常検査）、
クラミジア検査、梅毒検査、肝炎ウ
イルス検査

▽ 日時
　第１・第３金曜日
　午前９時 30 分～午後３時
　　岡山県備前保健所
☎０８６ - ２７２ - ５５５３

（エイズホットライン）

問予
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「こどもひろば」は、子どもを中心に多世代が集い、あそびの環境をつくる取り組みです。瀬戸内市では「あんしん・
あったか・よくあそぶ・みんながつながる」を基本方針に、市全体が子どもの遊び場、みんなの居場所であると
位置づけ、すべての市民が外遊びを体験し、参加し、関わり、見守るまちを目指しています。

■こどもひろば推進事業に関するお問い合わせ
　こども政策課　☎０８６９ - ２４ - ８０１５

■こどもひろばに関する情報が見やすくなりました

■こどもひろばを、企業版、
　個人版のふるさと納税で
　応援してください

子育て応援
サイト

こどもひろば
Facebook

ふるさと納税
ポータルサイト

いいまちには、あそびがある。

問

■地域で「こどもひろば」を始めませんか
　遊ぶことは、地域の多世代の共通体験です。遊ぶ
ことで、人と人、人と地域がつながり、地域の活性
化にもつながります。皆さんの地域で「こどもひろ
ば」を始めませんか。お気軽にご相談ください。

★裳掛地区では「もかけこどもひろば」を開催中！
　これまでの活動が評価され、裳掛地区コミュニティ協議会の取
　り組みは、農林水産省「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
　の優良事例に認定されました。

「もかけこどもひろば」
  の様子



※
所
得
税
非
課
税
の
人
が
対
象
で

　
す
。
な
お
、
平
成
23
年
分
所
得

　
か
ら
、
16
歳
未
満
の
年
少
扶
養

　
控
除
と
16
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の

　
特
定
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
分
が

　
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら

　
の
控
除
が
引
き
続
き
あ
る
も
の

　
と
し
て
判
定
し
ま
す
。

※
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
者
は
、

　
医
療
費
が
無
料
に
な
る
こ
ど
も

　
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
優
先

　
し
ま
す
。

▽
持
参
す
る
も
の

　

・
健
康
保
険
証
（
本
人
お
よ
び
本

　
人
と
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し

　
て
い
る
人
全
員
分
）

　

・
令
和
２
年
分
の
所
得
が
分
か
る

　
も
の
（
源
泉
徴
収
票
や
確
定
申

　
告
書
の
写
し
な
ど
）

※
令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に
瀬

　
戸
内
市
に
転
入
し
た
人
は
、
前

　
住
所
地
発
行
の
令
和
２
年
分
所

　
得
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
生
徒
手
帳

　
（
今
年
度
18
～
20
歳
に
な
る
子

　
ど
も
が
い
る
場
合
の
み
）

　

国
保
年
金
医
療
給
付
課
、
牛
窓

支
所
、
長
船
支
所
、
裳
掛
出
張
所

　

国
保
年
金
医
療
給
付
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

催
し
物

募  

集

お
知
ら
せ

　　知っ得！せとうち便　　
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心
身
障
害
者
、
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
の
皆
さ
ん
に
は
、
保
険
診
療

に
か
か
る
自
己
負
担
額
か
ら
一
部

負
担
金
を
引
い
た
額
を
公
費
で
負

担
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
人
は
、
申
請
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
受
給
資
格
証
を
持
っ
て

い
る
人
に
は
、
６
月
中
旬
ご
ろ
に

更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
６

月
30
日
（
水
）
ま
で
に
更
新
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

可
）。

①
心
身
障
害
者
医
療
費　
　

　

公
費
負
担
制
度

▽
対
象
者

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
の

　
所
持
者

　

・
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
の
所
持
者

※
平
成
18
年
10
月
以
降
に
手
帳
を

　
新
規
取
得
し
た
人
は
、
手
帳
交

　
付
時
年
齢
が
65
歳
未
満
の
場
合

　
の
み
対
象
で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
者
は
、

　
医
療
費
が
無
料
に
な
る
こ
ど
も

　
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
優
先

　
し
ま
す
。

▽
持
参
す
る
も
の

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳

　

・
健
康
保
険
証
（
本
人
お
よ
び
本

　
人
と
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し

　
て
い
る
人
全
員
分
）

　

・
令
和
２
年
分
の
所
得
が
分
か
る

　
も
の
（
源
泉
徴
収
票
や
確
定
申

　
告
書
の
写
し
な
ど
）

※
令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に
瀬

　
戸
内
市
に
転
入
し
た
人
は
、
前

　
住
所
地
発
行
の
令
和
２
年
分
所

　
得
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

　

公
費
負
担
制
度

▽
対
象
者

　

・
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

　
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い
人
と

　
そ
の
児
童
（
高
等
学
校
な
ど
に

　
在
学
中
の
場
合
は
、
20
歳
に
達

　
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日

　
ま
で
対
象
と
な
り
ま
す
）

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養
育
し

　
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い
人

問 申

  
医
療
費
受
給
資
格
の

  
申
請
と
更
新
手
続
き

ねん きん のお はな し♪

　将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい人のため
に、付加年金の制度があります。
　制度を利用できるのは、国民年金第１号被保険者ま
たは任意加入者です。申請月から国民年金の定額保険
料（本年度：16,610 円）に「付加保険料（月額 400 円）」
を上乗せして納付します。加入・辞退はいつでもでき
ます。
　付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金
が上乗せされます。付加年金の年金額は、200 円×付
加保険料納付月数です。老齢基礎年金の受給開始から
２年間で、納付した付加保険料相当分の年金を受け取
ることができます。

※農業者年金の加入者は、付加保険料を納めなければ
　なりません。
※国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めること
　ができません。
　制度の利用を希望する人は、国保年金医療給付課、
各支所、出張所の窓口または年金事務所で手続きをし
てください。

▽ 手続きに必要なもの
　個人番号が分かる書類（マイナンバーカードなど）、
年金手帳、本人確認書類（運転免許証など）
　国保年金医療給付課　☎０８６９ - ２２ - １７９０
　岡山東年金事務所　☎０８６ - ２７０ - ７９２５

（自動音声案内２番）　

国民年金の 付加年金制度 をご存じですか

問

問

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
っ

た
場
合
に
備
え
て
個
人
賠
償
責
任

保
険
に
加
入
し
ま
す
。
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
人
が
対
象
で
、
市

が
保
険
契
約
者
と
な
り
、
保
険
料

は
市
が
全
額
負
担
し
ま
す
。

　

・
⑤
ひ
と
り
歩
き
高
齢
者
見
守
り

　
協
力
体
制
に
登
録
し
て
い
る
人

　

・
⑥
高
齢
者
徘
徊
対
策
促
進
事
業

　
に
登
録
し
て
い
る
人

　

い
き
い
き
長
寿
課
、
市
民
課
、

牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

　

い
き
い
き
長
寿
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
８

（
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
）
を
行
い

ま
す
。

　
自
己
負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者　
次
の
と
お
り
（
サ
ー

　
ビ
ス
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

（
自
立
支
援
サ
ー
ビ
ス
）

　
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障

が
あ
る
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
人

（
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
）

　
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
や
、
身
体
的
・
精
神
的
な
疾
患

を
理
由
に
、
自
分
で
庭
木
な
ど
の

剪
定
が
で
き
な
い
人

⑤
ひ
と
り
歩
き
高
齢
者

　

見
守
り
協
力
体
制

　
認
知
症
に
よ
り
行
方
不
明
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
高
齢
者
の
名
前

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

の
サ
ー
ビ
ス
を
次
の
と
お
り
行
っ

て
い
ま
す
。

　
事
業
の
提
供
に
よ
り
、
自
立
が

阻
害
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。
訪
問
調
査
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
記
載
し
た
以
外

に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
高
齢
者
等

　

見
守
体
制
整
備
事
業

　
高
齢
者
が
自
宅
で
事
故
や
病
気

で
動
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
発
見

が
遅
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
緊
急

通
報
装
置
を
貸
与
し
ま
す
。

　
月
額
５
５
０
円
の
自
己
負
担
と

固
定
電
話
な
ど
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者　
病
弱
な
高
齢
者
の
み

　
の
世
帯
の
人
な
ど

②
配
食
に
よ
る

　

高
齢
者
等
見
守
事
業

　
健
康
状
態
の
把
握
、
孤
独
感
の

解
消
、
安
否
の
確
認
の
た
め
食
事

の
配
達
（
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま

で
、
１
日
１
食
）
を
行
い
ま
す
。

　
１
食
当
た
り
４
０
０
円
の
自
己

負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者　
調
理
が
困
難
な
高
齢

　
者
の
み
の
世
帯
の
人
な
ど

③
家
族
介
護
用
品

　

支
給
事
業

　

寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
を

介
護
し
て
い
る
家
族
に
介
護
用

品
（
紙
お
む
つ
、尿
取
り
パ
ッ
ト
、

使
い
捨
て
手
袋
、
お
尻
拭
き
ウ

エ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
）
の
購

入
費
用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

▽
対
象
者　
要
介
護
４
ま
た
は
５

　
と
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
を
在
宅

　
で
介
護
し
て
い
る
同
居
の
家
族

　
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
限
る
）

④
軽
度
生
活
援
助
事
業

　
在
宅
生
活
を
行
っ
て
い
る
高
齢

者
の
み
の
世
帯
（
市
民
税
非
課
税

世
帯
に
限
る
）
に
対
し
て
、
食
材

の
買
い
物
支
援
（
自
立
支
援
サ
ー

ビ
ス
）
や
、
庭
木
の
剪せ

ん
て
い定
な
ど
、

家
周
り
の
軽
微
な
手
入
れ
支
援

や
特
徴
な
ど
の
情
報
を
事
前
登
録

し
て
お
く
こ
と
で
、
行
方
不
明
時

に
地
域
住
民
や
協
力
機
関
へ
必
要

な
情
報
を
提
供
し
、
早
期
発
見
と

保
護
に
役
立
て
ま
す
。

▽
対
象
者　
徘
徊
行
動
に
よ
り
行

　
方
不
明
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

　
認
知
症
高
齢
者
の
人

⑥
高
齢
者
徘
徊
対
策
促
進
事
業

　
認
知
症
に
よ
り
行
方
不
明
に
な

る
可
能
性
の
あ
る
高
齢
者
（
次
の

要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
）
を
在
宅
で
介
護
す
る
人
ま
た

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
見
守
り

シ
ー
ル
を
無
料
で
支
給
し
ま
す
。

　

・
要
介
護
者
ま
た
は
要
支
援
者
で

　
あ
っ
て
、
徘
徊
行
動
の
あ
る
人

　

・
医
師
に
よ
り
介
護
保
険
法
第
５

　
条
の
２
に
規
定
す
る
認
知
症
と

　
診
断
さ
れ
た
人

　

・
前
述
の
２
つ
の
要
件
に
準
ず
る

　
と
市
長
が
認
め
る
人

⑦
認
知
症
高
齢
者
個
人
賠
償

　

責
任
保
険
事
業

　
認
知
症
高
齢
者
が
、
日
常
生
活

に
お
け
る
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て

申問
  

高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ
の

  

サ
ー
ビ
ス

ミニ手話コーナー

指で 50 音を、手話で干支を表現してみよう②

イラスト協力：はっしぃ
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令
和
元
年
度
か
ら
３
年
度
ま
で

の
間
、
昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男

性
を
対
象
に
、風
し
ん
抗
体
検
査・

風
し
ん
第
５
期
定
期
予
防
接
種
を

無
料
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
で
、
ま
だ
抗
体

検
査
を
受
け
て
い
な
い
人
に
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
を
郵
送
し
ま
す
。
実

施
医
療
機
関
へ
持
参
し
、
抗
体
検

査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
検
査
の
結
果
、
予
防
接
種
が
必

要
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
Ｍ

Ｒ
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
）
の
定
期
予
防

接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

※
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
実
施
医
療

　
機
関
で
あ
れ
ば
、
市
内
に
限
ら

　
ず
、
ど
こ
の
医
療
機
関
で
も
受

　
診
可
能
で
す
。

※
勤
務
先
で
の
健
診
や
人
間
ド
ッ

　
ク
な
ど
と
同
時
に
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
勤
務
先
の
健
診
担
当
部
署
や
受

　
診
す
る
医
療
機
関
に
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　
る
人
は
、
６
月
か
ら
始
ま
る
特

　
定
健
康
診
査
と
同
時
に
抗
体
検

　
査
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
も

　
あ
り
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
受

　
診
し
ま
し
ょ
う
。

　
健
康
づ
く
り
推
進
課

☎
０
８
６
９-

２
６-
５
９
６
２

　
令
和
４
年
瀬
戸
内
市
成
人
式
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
新
成
人
に
は
、
６

月
中
に
案
内
は
が
き
を
送
付
し
ま

す
。
対
象
の
人
で
案
内
が
届
か
な

い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
日
時

　
令
和
４
年
１
月
９
日
（
日
）

　
午
前
10
時
30
分
～

▽
場
所　
ゆ
め
ト
ピ
ア
長
船

▽
対
象　
平
成
13
年
４
月
２
日
か

問  

令
和
４
年
成
人
式
は

  

１
月
９
日
に
開
催
し
ま
す

　
ら
平
成
14
年
４
月
１
日
ま
で
の

　
期
間
に
生
ま
れ
、
令
和
３
年
５

　
月
１
日
時
点
で
瀬
戸
内
市
に
住

　
民
票
が
あ
る
人

※
住
民
票
が
市
外
に
あ
る
人
で
も

　
対
象
期
間
に
生
ま
れ
、
市
内
ま

　
た
は
市
外
の
中
学
校
卒
業
時
に

　
瀬
戸
内
市
に
住
民
票
が
あ
っ
た

　
人
は
参
加
で
き
ま
す
。
参
加
を

　
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
ご

　
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
実
行
委
員
募
集
】

　
成
人
式
を
企
画
、
運
営
す
る
新

成
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
の
手
で
心
に
残
る
成
人
式
を

作
り
上
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
募
集
内
容
は
案
内
は
が
き
に
掲

載
す
る
予
定
で
す
。
積
極
的
な
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　

社
会
教
育
課

☎
０
８
６
９-

３
４-

５
６
０
１

FAX
０
８
６
９-
３
４-

４
７
９
０

令和３年成人式の様子

問
応

　ガソリン、灯油などの石油類をはじめとする危険物
は、暮らしを豊かにする一方で、その取扱方法を誤る
と火災などの災害を誘発する危険性を持っています。
　ご家庭にも天ぷら油や灯油、マニキュアの除光液な
ど、身近なところに危険物はたくさんあります。正し
く使用し、思わぬ事故がないように心掛けましょう。

【危険物を再度確認】 【セルフスタンドでの給油】

★セルフスタンドでの適切な給油方法
　・給油時は、必ずエンジンを停止する。
　・給油設備の静電気除去シートに素手で触れる。
　・給油ノズルを止まるところまで確実に差し込む。
　・給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引く。
　・給油後は、給油ノズルを確実に元の位置に戻す。
　・自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はしない。
　消防本部予防課　☎０８６９ - ２２ - １４９３

　セルフスタンドでは、いろいろな安全装置付きの機
器が設けてあるとともに、危険物取扱者の資格を持っ
た従業員が、皆さんが行う給油作業を見守っています。
　しかし、ガソリンや軽油は、その取扱方法を誤ると
大きな事故につながりかねません。十分注意して安全
な給油作業を心掛けましょう。

★危険物を貯蔵または取り扱う場合の注意事項
　・漏れ、あふれ、飛散しないようにしましょう。
　・危険物を収納する容器は、法令で定められたものを
　使用しましょう。
　・容器は必ず密閉し、直射日光の当たらない場所に保
　管しましょう。
　・火気を使用する場所には絶対に保管しないようにし
　ましょう。 問

７月１日から「瀬戸内市自転車等放置防止条例」を
施行します

　この条例は、公共の場所への自転車等の放置を防止
することで、市民の安全で快適な生活環境を守ること
を目的とする条例です。この条例に基づき、放置され
ている自転車等（自転車および原動機付自転車）は指
導・撤去などの措置を行います。
　放置自転車問題を解決するためには、市民一人一人
がルールとマナーを守ることが大切です。放置自転車
のない瀬戸内市の実現に向けて、ご理解とご協力をお
願いします。

【指導・撤去などの対象】
　道路、公園、河川、駅前広場などの公共の場所に放
置されている自転車等
※市営駐輪場に相当の期間駐輪したままの自転車等も
　対象とします。

【放置されている自転車等の取り扱い】
①警告札の取付日から相当の期間（14 日間程度）経
　過したものについて撤去し、保管場所に移動します。
②条例で定める告示を行い、防犯登録などにより所有
　者が判明した自転車等について、保管期間を示した
　返還通知書を送付します。
③返還の際は、撤去・保管に要した費用の納付が必要
　です（自転車 1,000 円、原動機付自転車 3,000 円）。
④保管期間を過ぎた自転車等は、条例で定める告示を
　行い、３カ月経過後に市で処分します。

　
「
食
品
ロ
ス
」
と
は
、
ま
だ
食

べ
ら
れ
る
の
に
廃
棄
さ
れ
る
食
品

の
こ
と
で
す
。
国
内
で
は
、
年
間

約
６
１
２
万
ト
ン
が
捨
て
ら
れ
て

い
る
と
試
算
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
約
半
分
は
一
般
家
庭
か
ら
捨

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
か
ら
出
る
食
品
ロ
ス
は
、

野
菜
な
ど
の
食
べ
ら
れ
る
部
分
ま

で
除
去
し
て
し
ま
っ
た
「
過
剰
除

去
」
や
、
作
り
す
ぎ
て
食
べ
き
れ

な
か
っ
た
「
食
べ
残
し
」
な
ど
が

主
な
原
因
で
す
。

　
食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に
大
切

な
の
は
、
一
人
一
人
が
「
も
っ
た

い
な
い
」
を
意
識
し
て
行
動
す
る

こ
と
で
す
。
食
べ
物
を
無
駄
に
し

な
い
た
め
に
も
、
毎
日
の
暮
ら
し

の
中
で
で
き
る
こ
と
か
ら
実
践
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

▽
家
庭
で
で
き
る
こ
と

　

・「
賞
味
期
限
」
を
正
し
く
理
解
す
る

　

・
必
要
に
応
じ
て
買
い
物
を
す
る

　

・
食
材
を
無
駄
な
く
使
う

　

・
調
理
で
作
り
す
ぎ
な
い

　
生
活
環
境
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
９
９

  

食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に

  

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う

問

問

  

安
全
運
転
支
援
装
置
の

  

購
入
・
設
置
に
か
か
る

  

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
高
齢
運
転
者
に
よ
る
自
動
車
ペ

ダ
ル
（
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
）

の
踏
み
間
違
い
に
よ
る
交
通
事
故

を
未
然
に
防
止
し
、
高
齢
運
転
者

や
市
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
向
上
を

図
る
た
め
、
後
付
け
の
安
全
運
転

支
援
装
置
の
購
入
・
設
置
に
か
か

る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
危
機

管
理
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
設

　
置
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

※
補
助
対
象
装
置
以
外
を
設
置
し

　
た
場
合
は
、
本
制
度
の
対
象
外

　
と
な
り
ま
す
。

▽
補
助
対
象
者　

　
次
の
①
～
④
を
全
て
満
た
す
人

①
申
請
時
に
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
満
65
歳
以
上
の
人

②
有
効
な
運
転
免
許
証
を
保
有
し

　
て
い
る

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
暴
力
団
員
等
で
な
い

▽
補
助
対
象
自
動
車

　
次
の
①
～
③
を
全
て
満
た
す
車

①
安
全
装
置
の
設
置
が
可
能

②
車
検
証
の
「
自
家
用
・
事
業
用

　
の
別
」
に
「
自
家
用
」
と
記
載

　
さ
れ
て
い
る

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
補

　
助
対
象
者
が
使
用
す
る
自
動
車

　

・
補
助
対
象
者
が
所
有
す
る
自
動
車

　

・
車
検
証
の
使
用
者
の
住
所
ま
た

　
は
所
有
者
の
住
所
と
、
補
助
対

　
象
者
の
免
許
証
住
所
が
同
一
で

　
あ
る
自
動
車

▽
補
助
金
額

　
購
入
・
設
置
に
か
か
る
費
用
の

２
分
の
１
以
内
（
上
限
５
万
円
、

１
、０
０
０
円
未
満
の
端
数
は
切

り
捨
て
）

※
国
の
補
助
金
制
度
を
併
用
す
る

　
場
合
は
、
補
助
を
受
け
た
後
の

　
費
用
を
対
象
経
費
と
し
ま
す
。

　
危
機
管
理
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
０
４

　危機管理課　☎０８６９ - ２２ - ３９０４問

●市の責務
　適正な駐車方法の指導啓発
●所有者等の責務
　所有者は防犯登録を受ける

●小売業者の責務
　防犯登録の勧奨に努める
●施設の設置者
　利用者のための駐輪場設
置に努める

市ホームページ

  
風
し
ん
の
抗
体
検
査
・

  

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

６月６日～ 12 日は危険物安全週間
「事故ゼロへ　トライ重ねる　ワンチーム」
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は
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
治
癒
し
て
い

ま
す
が
、
既
に
高
齢
で
あ
る
、
後

遺
症
と
し
て
の
障
害
が
あ
る
、
い

ま
だ
に
社
会
に
偏
見
や
差
別
が
根

強
く
残
っ
て
い
る
な
ど
の
理
由

で
、
療
養
所
を
出
て
地
域
で
生
活

す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
日
を
機
会
に
私
た
ち
一
人

一
人
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
つ

い
て
正
し
く
理
解
し
、
こ
れ
ま
で

長
く
続
い
て
き
た
偏
見
や
差
別
を

な
く
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
民
課
人
権
啓
発
室

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
２
２

　
６
月
23
～
29
日
は
、
男
女
共
同

参
画
週
間
で
す
。

　
男
女
が
性
別
に
関
係
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
や
能
力
を
発
揮

し
、
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
、
喜

び
も
責
任
も
共
に
分
か
ち
合
う
男

女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
し
、
豊

か
で
活
力
あ
ふ
れ
る
未
来
を
築
い

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
民
課
人
権
啓
発
室

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
２
２

　
今
年
も
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

プ
ー
ル
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

①
邑
久
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　

７
月
１
日（
木
）～
８
月
31
日（
火
）

　
午
前
９
時
～
午
後
８
時

②
長
船
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　
８
月
１
日（
日
）～
8
月
31
日（
火
）

　
午
前
９
時
～
午
後
８
時

※
長
船
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー

　

ル
は
、
学
校
授
業
や
コ
ロ
ナ
対

　
応
の
た
め
期
間
を
１
カ
月
短
縮

　
し
て
い
ま
す
。

▽
休
館
日

　

・
月
曜
日
（
祝
日
は
除
く
）

　

・
祝
日
の
翌
日

※
休
館
日
の
翌
日
は
水
質
管
理
の

　
た
め
午
後
の
み
開
館
し
ま
す
。

▽
使
用
料
（
１
人
１
回
当
た
り
）

　

・
市
内
高
校
生
以
下
１
０
０
円

　

・
市
内
一
般
２
０
０
円

　

・
市
外
４
０
０
円

【
ア
ル
バ
イ
ト
募
集
】

　
受
付（
一
般
の
み
）と
監
視（
高

校
生
も
可
）
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
随

時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　

瀬
戸
内
市
体
育
協
会
事
務
局

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
２
１
１

　
６
月
22
日
は
「
ら
い
予
防
法
に

よ
る
被
害
者
の
名
誉
回
復
及
び
追

悼
の
日
」
で
す
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
は
、「
ら
い
菌
」

と
い
う
極
め
て
病
原
性
の
弱
い
細

菌
に
よ
る
感
染
症
で
す
。
感
染
し

て
も
、
発
病
す
る
こ
と
は
極
め
て

ま
れ
で
す
。
ま
た
、
発
病
し
て
も

適
切
な
治
療
で
障
害
を
残
す
こ
と

な
く
治
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を

強
制
的
に
療
養
所
に
入
所
さ
せ
る

と
い
う
国
の
誤
っ
た
隔
離
政
策
の

た
め
に
、
長
い
間
ハ
ン
セ
ン
病
は

恐
ろ
し
い
病
気
と
誤
解
さ
れ
、
患

者
と
そ
の
家
族
は
、
偏
見
や
差
別

を
受
け
て
き
ま
し
た
。

　
市
内
に
は
、
長
島
愛
生
園
と
邑

久
光
明
園
の
２
つ
の
国
立
療
養
所

が
あ
り
ま
す
。
入
所
し
て
い
る
人

  
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

  
プ
ー
ル
が
オ
ー
プ
ン

問
応

  

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
つ
い
て

  
正
し
く
理
解
し
よ
う

  

６
月
23
～
29
日
は

  
男
女
共
同
参
画
週
間

問問

地
域
お
こ
し
協
力
隊 

通
信

　
令
和
２
年
12
月
に
地
域
お
こ
し

協
力
隊
に
着
任
し
ま
し
た
鑓
屋
翔

子
で
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
正

し
い
理
解
の
た
め
の
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
長
島
に
あ
る
「
喫
茶
さ
ざ
な
み

ハ
ウ
ス
」
を
活
動
拠
点
と
し
、
入

所
者
や
療
養
所
の
職
員
、
地
域
の

人
た
ち
と
の
日
々
の
会
話
の
中
か

ら
島
の
暮
ら
し
や
過
去
の
歴
史
な

ど
を
紐
解
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

か
ら
記
録
を
残
す
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
物
語
を
つ
む
ぎ
、
日
々

情
報
発
信
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
や
長

島
を
「
身
近
な
こ
と
」「
身
近
な

場
所
」
と
し
て
感
じ
て
も
ら
う
た

め
、
長
島
に
ま
つ
わ
る
音
楽
の
ラ

イ
ブ
配
信
や
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
長
島
愛
生
園
で
活
躍
し

た
盲
人
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
バ
ン
ド

Vol.11

「
青
い
鳥
楽
団
」
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
た
り
、
園

内
の
出
来
事
や
文
芸
活
動
に
つ
い

て
書
か
れ
た
園
誌
「
愛
生
」
を
読

む
会
を
定
期
開
催
し
た
り
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
ハ
ン
セ
ン
病
に

関
心
が
な
か
っ
た
人
た
ち
も
長
島

に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
島
外
に
向
け
た

出
張
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
企
画
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
よ
り
長
島
を
身

近
に
感
じ
ら
れ
る
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

鑓
や り や

屋 翔子  隊員
（令和２年 12 月着任）

※
受
験
案
内
と
市
指
定
様
式
は
、

　
総
務
課
、
牛
窓
支
所
、
長
船
支

　
所
で
配
布
し
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

　
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
受
験
申
込
書
な
ど
を
郵
送
で
請

　
求
す
る
場
合
、封
筒
の
表
に「
市

　
役
所
採
用
試
験
受
験
申
込
書
請

　
求　
●
●
希
望
」と
朱
書
き
し
、

　
宛
名
を
明
記
し
た
Ａ
４
サ
イ
ズ

　
の
返
送
用
封
筒
（
１
２
０
円
切

　
手
を
貼
付
）
を
同
封
し
て
、
総

　
務
課
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
（
●

　
●
は
「
一
般
事
務
職
」
ま
た
は

　
「
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
」）。

　
　
　

総
務
課

〒
７
０
１-

４
２
９
２

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
３
０
０-

１

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
０
９

HPhttps://www.city.setouchi.lg.jp/

　
市
で
は
、
次
の
と
お
り
職
員
を

募
集
し
ま
す
。
詳
細
は
受
験
案
内

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
日
程
や

試
験
内
容
な
ど
を
変
更
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。そ
の
場
合
に
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

の
で
、事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
職
種

【
一
般
事
務
職
】

①
大
学
卒
業
程
度

②
短
期
大
学
卒
業
程
度

※
高
等
学
校
卒
業
程
度
（
卒
業
見

　
込
み
の
人
を
含
む
）
の
採
用
試

　
験
は
、別
日
程
で
行
う
予
定
で
す
。

【
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
】

③
幼
稚
園
教
諭
免
許
お
よ
び
保
育

　
士
資
格
の
両
方
を
有
す
る
人
で

　
保
育
士
登
録
済
み
の
人

※
幼
稚
園
教
諭
免
許
更
新
未
了
者

　
は
、
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

　
に
更
新
（
見
込
み
含
む
）
で
き

　
て
い
る
こ
と

※
①
②
③
と
も
に
令
和
３
年
度
末

　
に
卒
業
、
資
格
取
得
、
登
録
見

　
込
み
の
人
を
含
み
ま
す
。

▽
年
齢
要
件

　
①
②
③
い
ず
れ
も
昭
和
37
年
４

月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

▽
採
用
予
定
人
数

　

　

い
ず
れ
の
職
種
も
５
人
程
度

　

▽
採
用
年
月
日

　
令
和
４
年
４
月
１
日

▽
試
験
日
時
・
場
所

　

・
１
次
試
験　
７
月
11
日
（
日
）

　
午
前
９
時
～　
瀬
戸
内
市
役
所
ほ
か

　

・
２
次
試
験

　
①
②
は
８
月
22
日
（
日
）

　
③
は
８
月
29
日
（
日
）

※
場
所
・
時
間
は
、
１
次
試
験
合

　
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

　

・
３
次
試
験　
９
月
26
日
（
日
）

※
場
所
・
時
間
は
、
２
次
試
験
合

　
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

▽
受
付
期
間

　
５
月
20
日（
木
）～
６
月
14
日（
月
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
６
月
14
日

　
（
月
）
必
着
で
す
。

▽
提
出
書
類　

市
指
定
の
受
験
申

　
込
書
、
受
験
票
お
よ
び
エ
ン
ト

　
リ
ー
シ
ー
ト

問
申
資

  

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

募　
　

集

問

　瀬戸内市の消防団員は、地域の安心・安全を守
る中核的な担い手であり、なくてはならない存在
です。
　また、地域の住民の生命、身体、財産を災害か
ら守るという使命感のもと、日夜を問わず、献身
的に任務の遂行にあたっており、男女を問わず若
い力を求めています。

▽ 入団条件　市内に在住または在勤の人で、18
　歳以上 50 歳未満の人

▽ 入団時期　通年

▽ 消防団の主な待遇　年額報酬（数万円程度）や
　災害活動または訓練に出動した際の出動手当な
　どが支給されます。また、次のような待遇もあ
　ります。

　・公務災害補償　活動中に負傷した場合の補償制
　度があります。
　・被服の貸与　活動に必要な被服が貸与されます。
　・退職報償金　一定期間以上勤務して退団した場
　合には、退職報償金が支給されます。
　・表彰制度　職務にあたって功労、功績があった
　場合には表彰されます。
　・消防団員等福祉共済　公務および
　公務外の入院給付金（７日以上）
　があります。
　　消防本部総務課
〒７０１- ４２１４
瀬戸内市邑久町本庄１７９５
☎０８６９- ２２- １３３４

女性・男性消防団員を募集します！

問応

「喫茶さざなみハウス」のカウンターに立つ
鑓屋隊員



催
し
物

募  

集

お
知
ら
せ

　　知っ得！せとうち便　　
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れ
、
今
日
で
は
幅
広
い
人
気
を
得

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
展
覧
会
で
は
、
野

十
郎
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

誇
る
福
岡
県
立
美
術
館
の
所
属
作

品
か
ら
、
い
ま
だ
多
く
の
謎
に
包

ま
れ
た
野
十
郎
の
魅
力
を
広
く
紹

介
し
ま
す
。

▽
開
催
期
間　

６
月
５
日
（
土
）

　
～
７
月
19
日
（
月
）

催
し
物

髙
島
野
十
郎
「
蝋
燭
」

　

生
誕
１
３
０
年
記
念

　
　
　
　
　

髙
島
野
十
郎
展

　
髙
島
野
十
郎
は
福
岡
県
久
留
米

市
に
生
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
を

卒
業
後
、
念
願
だ
っ
た
画
家
へ
の

道
を
選
び
ま
し
た
。

　

そ
の
孤
独
と
旅
を
愛
し
た
生

涯
、
徹
底
的
な
写
実
に
よ
る
独
自

の
絵
画
は
没
後
に
光
が
あ
て
ら

ピザ風オムレツ

◆作り方
①ベーコンは１㎝幅に切り、玉ねぎは粗みじん
　切りにする。ミニトマトは飾り用に３個残し、
　残りを３つに輪切りにする。
②卵はボウルに溶いておく。
③フライパンにベーコン、玉ねぎ、塩、こしょ
　うを順に加えて炒める。
④③を②に入れる。
⑤フライパンにオリーブ油を熱して④を入れ、
　輪切りにしたミニトマト、ちぎったチーズを
　のせ、ふたをして弱火で火を通す。
⑥適当な大きさに切り、飾り用ミニトマトを添
　える。

問

●卵（２個）
●ベーコン（50g）
●玉ねぎ（小 1/2 個）
●ミニトマト（５～６個）

●とろけるチーズ（１枚）
●オリーブ油（小さじ１）
●塩、こしょう（適宜）

　　　　　　　 瀬戸内べじたぶる です。
　健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１

◆材料（２人分）

  

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

  

展
覧
会

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
状
況
に
よ
り
、
展
覧
会
の

開
催
期
間
を
変
更
し
た
り
、
美
術

館
を
閉
館
し
た
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
際
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
期
間
中
の
休
館
日
は
、
毎
週
月

　
曜
日

▽
観
覧
料　
一
般
８
０
０
円
、
団

　
体
（
20
人
以
上
）・
65
歳
以
上

　
７
０
０
円
、
中
学
生
以
下
無
料

▽
開
館
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

▽
場
所　
瀬
戸
内
市
立
美
術
館

　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
１
３
０

　
求
職
者
支
援
訓
練
と
は
、
雇
用

保
険
を
受
給
で
き
な
い
求
職
者
な

ど
を
対
象
に
し
た
、
早
期
就
職
の

た
め
の
職
業
訓
練
で
す
。

　
今
回
、
７
～
９
月
に
開
講
す
る

コ
ー
ス
の
受
講
者
を
順
次
、
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
所
定
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
科　
事
務
、
デ
ザ
イ
ン
、

　
介
護
福
祉
分
野
な
ど

※
開
講
日
、
訓
練
期
間
（
２
～
６

　
カ
月
）
な
ど
は
コ
ー
ス
に
よ
っ
て

　
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、「
高

　
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援

　
機
構
岡
山
支
部
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
受
講
料　
原
則
無
料
（
テ
キ
ス

　
ト
代
な
ど
は
自
己
負
担
）

※
一
定
の
要
件
（
収
入
・
資
産
な

　
ど
）
を
満
た
す
人
に
は
、
職
業

　
訓
練
受
講
給
付
金
（
月
10
万
円

　
と
交
通
費
（
所
定
の
額
））
が
支

　
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
西
大
寺

☎
０
８
６-

９
４
２-

３
２
１
２

問   
求
職
者
支
援
訓
練

  
受
講
者
募
集

　
次
の
と
お
り
、
瀬
戸
内
市
体
育

協
会
主
催
の
教
室
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、
電

話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
で
事

前
に
体
育
協
会
へ
直
接
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
硬
式
テ
ニ
ス
教
室
】

▽
日
時　

６
～
７
月
（
第
１
木
曜

　
日
・
第
３
火
曜
日
）

　

・
初
心
者

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

　

・
経
験
者

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

▽
場
所　

邑
久
ス
ポ
ー
ツ
公
園

▽
定
員　

各
コ
ー
ス
８
人（
先
着
順
）

▽
参
加
費　

１
回
１
、５
０
０
円

【
水
中
ウ
ォ
ー
ク
・
ダ
ン
ベ
ル
体
操
】

▽
日
時　

７
～
８
月
（
毎
週
木
曜

　
日
）
午
前
10
～
11
時

▽
場
所　

邑
久
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン

　
タ
ー
プ
ー
ル

▽
定
員　

20
人
程
度
（
先
着
順
）

▽
参
加
費　

１
回
５
０
０
円

　
　

瀬
戸
内
市
体
育
協
会
事
務
局

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
２
１
１

FAX
０
８
６
９-

２
２-

３
４
３
７

mail　info@
setouchi-taikyo.or.jp

  

瀬
戸
内
市
体
育
協
会

  

主
催
教
室
の
ご
案
内

　
「
結
婚
し
た
い
け
ど
出
会
い
の

機
会
が
な
い
」「
子
ど
も
の
結
婚

に
つ
い
て
相
談
し
た
い
」
な
ど
の

お
悩
み
は
あ
り
ま
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？

　
今
年
度
、
市
の
縁
結
び
サ
ポ
ー

タ
ー
に
よ
る
結
婚
に
つ
い
て
の
相

談
会
を
４
回
実
施
し
ま
す
。
結
婚

に
関
す
る
お
悩
み
が
あ
る
人
は
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▽
開
催
日　

６
月
、９
月
、12
月
、

　
翌
年
３
月
の
第
４
土
曜
日
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０
１
５

  

あ
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た
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結
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し
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す
！
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申

問
申

市ホームページ

　瀬戸内市体育協会では、次のとおりカヌー体験教室を開催し
ます（雨天中止）。参加希望の人は、事前にお申し込みください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止
となる場合があります。詳しくは、瀬戸内市体育協会へお問い
合わせください。
▷日時　７月 10 日（土）、18 日（日）、24 日（土）
　午前９時～正午（午前９時までにヨットハーバー駐車場に集
　合してください）
▷場所　牛窓ヨットハーバー（牛窓町牛窓 5414-7）
▷対象者　原則３日間とも参加できる市内小学生（保護者同伴）
▷募集人数　５人（先着順）※定員になり次第締め切ります。
▷参加費　３日間で 900 円（１日 300 円）
▷準備物　濡れてもいい服、帽子、靴、
　　　　　タオル、着替え、飲み物
▷申込期間　６月 29 日（火）～７月４日（日）
　　瀬戸内市体育協会　☎０８６９ - ２２ - ２２１１

カヌー体験教室を開催します

問申

結婚に伴う新生活に必要な

住居費・引越費用を
補助します！

　市では、経済的な理由で結婚に踏み切
れない若者を支援するため、39 歳以下
の新婚世帯に対して結婚に伴う新生活の
スタートに必要な費用の一部を補助する

「結婚新生活支援事業」を始めます。
　申請は６月１日（火）から受付を開始
します（先着順）。
　なお、対象要件など
がありますので、詳細
については市ホームペ
ージをご確認ください。
　　こども政策課
☎０８６９ - ２４ - ８０１５

市ホームページ
問申

～ 新 た に 狩 猟 を し よ う と す る 皆 さ ん へ ～

狩 猟 免 許 試 験 の ご 案 内
　新たに狩猟をしようとする人は、狩猟免許を取得し、
岡山県に狩猟者登録をする必要があります。
　詳しくは、各関係機関へお問い合わせください。

【狩猟免許試験】
　近隣では、岡山市の会場で開催されます。岡山県備
前県民局にお申し込みください。
▷日時　①７月 18 日（日）　②９月８日（水）
　いずれも午前９時受付
▷場所　百花プラザ（岡山市東区西大寺南 1-2-3）
▷定員　130 人（先着順）
▷申込期限　①７月２日（金）　②８月 25 日（水）

【狩猟初心者講習会（任意受講）】
　狩猟免許試験とは別に事前申込が必要です。岡山県
猟友会にお申し込みください。
▷日時　①７月 10 日（土）　②８月 29 日（日）
▷場所　百花プラザ（岡山市東区西大寺南 1-2-3）

　・狩猟者免許試験については
　　岡山県備前県民局森林企画課　☎０８６ - ２３３ - ９８３２
　・狩猟初心者講習会については
　　（一社）岡山県猟友会事務局　☎０８６ - ２２３ - ３１９０

◆狩猟免許取得費を助成します
　新たに狩猟免許を取得する人に、免許取得
費を助成しています。
▷対象者　市内在住で、免許取得後に有害鳥
　獣の駆除活動を行う意思のある人
▷対象経費　
　・狩猟免許申請手数料 5,200 円
　・狩猟初心者講習会受講料 4,000 円
　　産業振興課　☎０８６９ - ２４- ７２２１問申

問申

問申

問



62021 年 　　 月の予定

人の動き《令和３年５月１日現在、かっこ内は前月比》

人口 ３６，８８２人 （－２７） 男 １７，７７８人  （－２０）

世帯 １５，８１６世帯 （＋１８） 女 １９，１０４人  （－　７）

1 火
2 水
3 木 ⑧窓口業務の時間延長　17：15 ～ 19：00　瀬戸内市役所

4 金

5 土

体  瀬戸内市スポーツ吹矢教室対抗戦
　 9：00 ～　邑久Ｂ＆Ｇ海洋センター
体  瀬戸内市体協ゴルフ大会
　 9：00 ～　長船カントリークラブ

6 日 市長・市議会議員選挙投開票
7 月
8 火 ⑤こころの健康相談　9：00 ～ 12：00　ゆめトピア長船

9 水 ⑦１歳６カ月児健診【対象：令和元年 11 月生】
 　 13：15 ～ 13：45　ゆめトピア長船

10 木 ⑦２歳児健診【対象：平成 31 年 2 月生】　13：15 ～ 13：45　ゆめトピア長船

11 金 ④離乳食講習会【対象：７～ 12 カ月児】　9：45 ～ 10：00　ゆめトピア長船
⑥精神保健福祉相談　13：30 ～ 15：00　ゆめトピア長船

12 土
13 日 体 6 月歩こう会　長船刀剣の里コース　8：57　邑久駅発

14 月

15 火

16 水 ⑦乳児健診（４カ月児）【対象：令和 3年 1月生】
　13：15 ～ 13：45　ゆめトピア長船

17 木 ①②行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　瀬戸内市役所

18 金
19 土
20 日
21 月
22 火

23 水 ①②行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　牛窓支所
⑦３歳児健診【対象：平成 29 年 12 月生】　13：15 ～ 13：45　ゆめトピア長船

24 木

25 金 ①②行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　ゆめトピア長船
④離乳食講習会【対象：４～６カ月児】　9：45 ～ 10：00　ゆめトピア長船

26 土 縁結びサポーターによる相談会　13：00 ～ 17：00　ゆめトピア長船

27 日
28 月
29 火 ③育児相談　9：30 ～ 11：00　ゆめトピア長船

30 水

刀 美
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問予

問い合わせ・予約先など

刀 備前長船刀剣博物館の行事
　問備前長船刀剣博物館　☎０８６９ - ６６ - ７７６７
美 瀬戸内市立美術館の行事
　問瀬戸内市立美術館　☎０８６９ - ３４ - ３１３０
体 瀬戸内市体育協会の行事
　問瀬戸内市体育協会　☎０８６９ - ２２ - ２２１１
　　ＨＰ　http://setouchi-taikyo.or.jp/

みんな
の
広場
秘書広報課
☎0869-24

-7095問

文
芸
コ
ー
ナ
ー

（
敬
称
略
）

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日
（
展
示
替
え
）

休
館
日

休
館
日

①行政相談（主に行政全般に関する相談）　　　　　　  
　【相談員：行政相談委員（予約不要・無料）】
　問総務課　☎０８６９ - ２２ - １１１２
②なやみごと相談（主に人権や身近な悩みごとに関する相談）
　【相談員：人権擁護委員（予約不要・無料）】
　問市民課人権啓発室　☎０８６９ - ２２ - ３９２２
③育児相談（乳幼児に関する相談） 
　問健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
④離乳食講習会 
　【対象：生後４カ月以上の乳児の保護者（要予約・無料）、
　  定員：４～６カ月児、７～ 12 カ月児、各４人】
　健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１
⑤こころの健康相談 

　【相談員：臨床心理士（要予約）】
　問予健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１
⑥精神保健福祉相談（精神保健福祉に関する相談） 
　【相談員：精神科専門医（要予約）】
　問予岡山県備前保健所　☎０８６ - ２７２ - ３９３４
⑦子どもの健診 
　問健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑧窓口業務の時間延長（市民課、税務課等の業務の一部）
　※取り扱いができない業務もあります。詳細はお問い
　　合わせください。
　問　・市民課　☎０８６９ - ２２ - １１１５
　　 ・ 国保年金医療給付課　☎０８６９ - ２２ - １７９０
　　・税務課　☎０８６９ - ２２ - １１１４
※①～⑧の日時は、左のカレンダーをご覧ください。

○消費生活相談（架空請求・訪問販売などに関する相談）
　（予約不要・市役所開庁日に相談受付）
　問消費生活センター　☎０８６９ - ２４ - ８０１１
○発達障害専門相談 
　【相談員：臨床心理士（要予約・相談日はお問い合わせください）】
　問予健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況
によっては、イベント・相談等が中止ま
たは延期となったり、博物館・美術館が
閉館となったりする可能性があります。
　詳しくは、各問い合わせ先にお問い合
わせください。
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　   「戦後の刀剣 ー 赤羽刀のあゆみ ー 」（４月 10 日～６月６日） 
　   「岡山刀剣史 ー 匠の技の伝承者 ー 」（６月 12 日～７月 18 日）

刀

　邑久光明園友愛会では、6 月 22 日の「らい予防法による被害者
の名誉回復の日及び追悼の日」に合わせて人権啓発展示会を開催し
ます。邑久光明園内外の歴史からハンセン病問題に触れ、人権につ
いて深く考えてみませんか。
※コロナ感染症の拡大状況によっては、中止する場合があります。
▷日時　6 月 24 日（木）～ 27 日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▷場所　中央公民館（邑久）観覧無料
　（公財）邑久光明園友愛会（邑久光明園福祉課内）
☎０８６９ - ２５ - １５７４
問

市県民税【１期】（全期前納）
※納付には口座振替が便利です。ぜひご利用ください。

6 月 30 日（水）が納付期限の市税・保険料

人 権 啓 発 展 示 会

投稿をお待ちしています

①１歳のお子さんの写真
　氏名、住所、生年月日、家族（氏名、続柄：
２人まで）からのひとことを記入
②短歌・俳句・川柳・詩
③催し物の告知や募集
④イラスト・絵手紙
⑤瀬戸内市の風景などの写真
　写真の題名、撮影場所・日時、コメント、
市ホームページへの掲載可否などを記入
★応募方法
　住所・氏名・電話番号を明記し、はがき・
FAX・電子メールなどで秘書広報課へ送付
してください。匿名・ペンネームを希望す
る場合は、その旨もお書きください。
★留意点
　原則として、投稿作品や原稿は返却しま
せん。掲載の都合上、全ての作品や原稿を
掲載できない場合がありますので、あらか
じめご了承ください。
　　秘書広報課
〒 701 - 4292   瀬戸内市邑久町尾張 300 - １
☎０８６９ - ２４ - ７０９５
FAX ０８６９ - ２２ - ３３０４
mail：hiroba@city.setouchi.lg.jp

問応

   　「生誕 130 年記念　高島野十郎展」（６月５日～７月 19 日）美

生 涯 現 役 セ ミ ナ ー

問 申

　長島愛生園長濤会では、下記のとおり
ハンセン病問題啓発展示会「第 14 回長
島からの風」を開催します（観覧無料）。

▽ 日時　６月 11 日（金）～ 13 日（日）
　　　　午前９時～午後５時

▽ 場所　道の駅黒井山グリーンパークゆうゆう交流館

▽ 内容　絵画、写真、陶芸、組み木、短文芸など
　※愛生園紹介コーナーもあります。
　長島愛生園長濤会　☎０８６９ - ２５ - ０３２１

ハンセン病問題啓発展示会

問

　「セカンドライフをいきいきと楽しく過ごしていくために」をテーマに、テレビや
ラジオでおなじみのフリーアナウンサー森田恵子氏の講演会を開催します（参加費
無料、定員 300 人）。参加をご希望の場合は、事前に電話、FAX またはメールでお
申し込みください。皆さんのご参加をお待ちしています。

▽ 日時　7 月 10 日（土）　午後２～４時（受付：午後１時～）

▽ 場所　中央公民館（邑久町尾張 465-1）
▷講師　森田恵子氏（おかやまアナウンス・ラボ（株）代表取締役、フリーアナウンサー）
▷対象者　市内在住で 55 歳以上の人
▷申込期限　７月 2 日（金）※先着順・定員になり次第締切
▷その他　新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や会場が変更になる
　場合があります。
　　ゆめワークせとうち（生涯現役促進協議会）☎ / FAX ０８６９ - ２４- ８５５８　mail: yumeseto8558@gmail.com

第 1 4 回  長 島 か ら の 風

こみょたん

を 開 催 し ま す
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日
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